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(例)前年度と今年度の市・府民税の年税額が
　　６万円(年金所得のみ)の場合
１特別徴収を開始する初年度の納め方

徴収方法 納付書や口座振替で納める
(普通徴収)

年金から引き落とし
(特別徴収)

徴収月 １期(６月末) ２期(８月末) 10月 12月 ２月
税　額 １万５千円 １万５千円 １万円 １万円 １万円
算出方法 年税額の１／４ずつ 年税額の１／６ずつ

２前年度に特別徴収だった人の翌年度以降の納め方

徴収方法
年金から引き落とし(特別徴収)

仮徴収 本徴収
徴収月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
税　額 １万円 １万円 １万円 １万円 １万円 １万円

算出方法 前年度の年税額の
１／６ずつ

(本年度の年税額－仮徴収)の
１／３ずつ

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの

加
入
す
る
場
合

八幡市に転入したとき 転出証明書

子どもが生まれたとき 国民健康保険証、親子健康手
帳

他の健康保険等を脱退したと
き 健康保険等の脱退証明書

生活保護が廃止されたとき 保護廃止決定通知書

脱
退
す
る
場
合

八幡市から転出するとき 国民健康保険証

家族が死亡したとき 国民健康保険証、死亡を証明
するもの

他の健康保険等に加入したと
き

国民健康保険証、新しい健康
保険証

生活保護を受けるようになっ
たとき

国民健康保険証、保護開始決
定通知書

そ
の
他

市内転居、氏名変更、世帯主
変更 国民健康保険証

保険証の紛失や汚れて使えな
くなったとき

国民健康保険証または本人確
認書類

修学のため、家族がほかの市
町村に住むとき 国民健康保険証、在学証明書

※届け出にはマイナンバーの記入が必要となるため、マイナン
バーカードまたは個人番号通知カードと本人確認書類（運転免
許証等）を持参してください。代理人が届け出を行う時は、前
述の書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

（例）令和５年５月に会社を辞めて、
　　令和５年 10月に
　　国保の加入届け出をした場合

さかのぼって
保険料を納付

令和５年５月
（国保加入資格発生）

令和５年 10月
（届け出をしたとき）

▼ ▼

10
月
か
ら
新
た
に
年
金
特
別

徴
収
の
対
象
と
な
る
人
（
４
月

１
日
現
在
65
歳
以
上
で
、
介
護

保
険
料
が
年
金
特
別
徴
収
と
な

っ
て
い
る
人
）
は
、
年
金
に
か

か
る
市
・
府
民
税
の
年
税
額
の

４
分
の
１
ず
つ
を
今
ま
で
ど
お

り
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）
で
納
め
て
い
た

だ
き
、
残
り
の
税
額
は
10
月
、

12
月
、２
月
の
３
回
に
分
け
て
、

年
金
か
ら
引
き
落
と
し
（
特
別

徴
収
）
し
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の

市
・
府
民
税
の

年
金
特
別
徴
収
に
つ
い
て

　

年
金
特
別
徴
収
は
65
歳
以
上
の
人
の
公
的
年
金
に
か
か
る

市
・
府
民
税
を
年
金
支
給
時
（
年
６
回
）
に
年
金
か
ら
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
し
、
市
に
納
付
す
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
納
税
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
、
市
・
府

民
税
の
税
率
や
税
額
が
変
更
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
な
お
、
納
税
方
法
は
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

問税務課市民税係（☎983‒2164）

翌
年
度
以
降
は

８
月
ま
で
仮
徴
収

＝【
表
２
】

　

次
の
❶
〜
❺
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
は
、
特
別
徴
収

が
中
止
さ
れ
、
納
付
書
か
口
座

振
替
に
よ
る
納
付（
普
通
徴
収
）

に
変
更
と
な
り
ま
す
。

❶
介
護
保
険
料
の
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
が
中
止
と
な
っ
た

❷
年
度
途
中
で
転
出
し
た

❸
死
亡
し
た

❹
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た

❺
１
回
あ
た
り
の
特
別
徴
収
税

額
が
年
金
か
ら
介
護
保
険
料
を

差
し
引
い
た
残
り
の
受
給
額
よ

り
大
き
く
な
っ
た

※
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
中

止
処
理
に
時
間
が
か
か
る
た

め
、
中
止
の
時
期
に
特
別
徴
収

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
場
合
、
特
別
徴
収
さ
れ
た
税

額
は
後
日
還
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

※
❶
、
❷
、
❹
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
要
件
の
下
、
特
別
徴
収

が
継
続
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。 特

別
徴
収
が

中
止
に
な
る
場
合

特
別
徴
収
の

初
年
度

＝【
表
１
】

　

年
度
の
前
半（
４
月
、６
月
、

８
月
）
は
、
前
年
度
の
税
額
の

６
分
の
１
ず
つ
を
年
金
か
ら
特

別
徴
収
（
仮
徴
収
）
し
ま
す
。

　

６
月
に
市
・
府
民
税
額
が
決

ま
っ
た
本
年
度
の
後
半（
10
月
、

12
月
、
２
月
）
は
、
年
税
額
か

ら
仮
徴
収
し
た
税
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
税
額
を
年
金
か
ら

特
別
徴
収（
本
徴
収
）し
ま
す
。

　

市
・
府
民
税
（
第
３
期
分
）、

国
民
健
康
保
険
料（
第
５
期
分
）

の
納
期
限
は
10
月
31
日
（
火
）

で
す
。
納
期
限
ま
で
に
市
税
取

扱
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
、
ス

マ
ホ
決
済
（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
）、
市
役
所

に
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、

引
き
落
と
し
を
希
望
さ
れ
る
月

の
前
月
15
日
ま
で
に
口
座
振
替

依
頼
書
を
市
税
等
取
扱
金
融
機

関
（
市
外
の
金
融
機
関
に
は
同

依
頼
書
が
な
い
場
合
あ
り
）
や

市
役
所
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
口
座
振
替

は
直
接
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
へ
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い

場
合
は
督
促
状
（
督
促
手
数
料

１
０
０
円
を
加
算
）を
送
付
し
、

京
都
府
と
京
都
市
を
除
く
府
内

25
市
町
村
で
組
織
す
る
広
域
連

合
「
京
都
地
方
税
機
構
」
に
徴

収
事
務
を
移
管
し
ま
す
。

■
今
年
４
月
か
ら

　
地
方
税
の
納
付
が

　
　
　
　
　
さ
ら
に
便
利
に

　

市
・
府
民
税
（
普
通
徴
収
）

や
固
定
資
産
税
の
納
付
書
に
印

刷
さ
れ
た
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド(

ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ)

を
利
用

生
し
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん（
遡
及
制
度
）。
ま
た
、

そ
の
間
の
医
療
費
は
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
。

■
交
通
事
故
に
あ
っ
た
時
も

　
届
け
出
を

　

交
通
事
故
に
あ
っ
た
時
は
、

す
ぐ
に
国
保
医
療
課
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
を
す
れ

ば
国
民
健
康
保
険
証
を
使
っ
て

治
療
を
受
け
て
い
た
だ
け
ま
す

（
一
時
的
に
国
保
が
医
療
費
を

立
て
替
え
、
加
害
者
に
請
求
し

ま
す
）。

　

私
た
ち
は
何
ら
か
の
健
康
保

険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
健
康
保
険
に
は
、
全
国

健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん

ぽ
）、
健
康
保
険
組
合
（
組
合

健
保
）、
共
済
組
合
な
ど
の
健

康
保
険
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、

こ
れ
ら
の
健
康
保
険
に
加
入
で

き
な
い
人
が
加
入
す
る
健
康
保

険
で
す
。
家
族
の
加
入
し
て
い

る
健
康
保
険
な
ど
の
扶
養
（
同

居
し
て
い
な
く
て
も
加
入
で
き

る
場
合
あ
り
）
に
入
れ
な
い
場

合
や
、
そ
れ
ま
で
加
入
し
て
い

た
健
康
保
険
の
任
意
継
続
の
保

険
に
加
入
さ
れ
な
い
場
合
は
、

国
保
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

就
職
や
退
職
、
転
入
や
転
出

な
ど
に
伴
っ
て
国
保
の
加
入
や

脱
退
の
手
続
き
が
必
要
に
な
っ

た
場
合
は
、
必
ず
14
日
以
内
に

国
保
医
療
課
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。
届
け
出
に
必
要
な
も
の

は
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と

　

届
け
出
を
し
た
日
か
ら
で
は

な
く
、
国
保
の
加
入
資
格
が
発

国保の届け出は14日以内に 便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

問
市
税
に
関
す
る
こ
と
＝

　

税
務
課
市
民
税
係
（
☎
９
８
３
・
２
４
８
１
）

　

国
民
健
康
保
険
料
に
関
す
る
こ
と
＝

　

国
保
医
療
課
国
保
年
金
係
（
☎
９
８
３
・
２
９
６
２
）

問
国
保
医
療
課
国
保
年
金
係

（
☎
９
８
３
・
２
９
６
２
）

問市民課（☎983‒2759）

す
る
と
、
全
国
の
ｅ
Ｌ

－

Ｑ

Ｒ
対
応
金
融
機
関
や
八
幡
市
役

所
、コ
ン
ビ
ニ
、ス
マ
ホ
決
済
、

地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
で
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス

可
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　東部地区の地域窓口（京都や
ましろ農業協同組合八幡市支店
内）を今年の12月28日をもって
廃止いたします。

　今後、戸籍謄本や住民票、印
鑑証明などが必要な人は、市役
所や他の地域窓口、マイナンバ
ーカードを利用したコンビニ交

付サービスをご利用ください。
　ご不便をおかけいたします
が、ご協力いただきますようお
願いいたします。

東部地区の地域窓口廃止のお知らせ

市税等の納付


